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医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
九
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
手
数

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
手
数

料
の
額
）

料
の
額
）

第
三
十
一
条

機
構
が
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
三
条
第

第
三
十
一
条

機
構
が
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
三
条
第

五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
調
査
を
受

五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
調
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ

け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

医
薬
品
に
係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
の
同
条
第
五
項
に
規
定

一

医
薬
品
に
係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
の
同
条
第
五
項
に
規
定

す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ

す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ

に
定
め
る
額

に
定
め
る
額

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可

十
五
万
九
千
九
百
円

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可

十
五
万
二
千
三
百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可

十
二
万
四
百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可

十
一
万
四
千
七
百
円

二

医
薬
品
に
係
る
法
第
十
三
条
第
三
項
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の
同
条
第
五
項

二

医
薬
品
に
係
る
法
第
十
三
条
第
三
項
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の
同
条
第
五
項

に
規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

に
規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
の
更
新

十
万
五
千
二
百
円

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
の
更
新

十
万
二
百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
の
更
新

五
万
九
千
七
百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
の
更
新

五
万
六
千
九
百
円

三

医
薬
品
に
係
る
法
第
十
三
条
第
六
項
の
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可

三

医
薬
品
に
係
る
法
第
十
三
条
第
六
項
の
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
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に
つ
い
て
の
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

に
つ
い
て
の
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
の
区
分
に
応
じ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
の
区
分
に
応
じ
、
そ

、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可

十
万
五
千
二

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可

十
万
二
百
円

百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可

五
万
九

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可

五
万
六

千
七
百
円

千
九
百
円

機
構
が
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項

機
構
が
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
に
よ
り
行
う
法

２

２

の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第

第
十
三
条
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

五
項
（
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
七
項
に
お
い

る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応

七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に
係
る
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て

一

医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に
係
る
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て

の
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ

の
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定

十
四
万
三
千
九
百
円
に
、
当
該
調
査
の
た
め
機

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定

十
三
万
七
千
百
円
に
、
当
該
調
査
の
た
め
機
構

構
の
職
員
二
人
が
出
張
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
機
構
が
定
め
る
と
こ

の
職
員
二
人
が
出
張
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
機
構
が
定
め
る
と
こ
ろ

ろ
に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
機
構

に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
機
構
職

職
員
の
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を
加
算
し
た
額

員
の
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を
加
算
し
た
額

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定

六
万
二
千
六
百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定

五
万
九
千
七
百
円

二

医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に
係
る
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

二

医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に
係
る
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
三
条
第
三
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
の
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に

る
法
第
十
三
条
第
三
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
の
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

認
定
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

認
定
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
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イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
の
更
新

六
万
九
千
七
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
の
更
新

六
万
六
千
四
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費

相
当
額
を
加
算
し
た
額

相
当
額
を
加
算
し
た
額

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
の
更
新

四
万
二
千
九
百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
の
更
新

四
万
九
百
円

三

医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に
係
る
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

三

医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に
係
る
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
三
条
第
六
項
の
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
に
つ
い
て
の
法

る
法
第
十
三
条
第
六
項
の
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
に
つ
い
て
の
法

第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
の
区
分
の
変
更

す
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
の
区
分
の
変
更

又
は
追
加
の
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

又
は
追
加
の
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定

六
万
九
千
七

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定

六
万
六
千
四

百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定

四
万
二

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定

四
万
九

千
九
百
円

百
円

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
二
条

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第

第
三
十
二
条

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
又
は

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
又
は

第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条

第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

一

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定

め
る
額

め
る
額

イ

医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

か
ら

ま

イ

医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

か
ら

ま

（１）

（１４）

（１）

（１４）

で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

（１）

（１４）

（１）

（１４）

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

（１）

（１）

（１）

（１）
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医
薬
品
で
な
い
も
の

二
千
八
百
五
十
四
万
五
千
七
百
円

医
薬
品
で
な
い
も
の

二
千
三
百
七
十
八
万
八
千
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

（２）

（１）

（２）

（１）

医
薬
品
で
あ
る
も
の

二
千
三
百
九
十
二
万
千
円

医
薬
品
で
あ
る
も
の

千
九
百
九
十
三
万
四
千
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

（３）

（２）

（３）

（２）

医
薬
品
で
な
い
も
の

二
百
九
十
五
万
六
千
八
百
円

医
薬
品
で
な
い
も
の

二
百
四
十
六
万
四
千
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

（４）

（２）

（４）

（２）

医
薬
品
で
あ
る
も
の

二
百
四
十
七
万
三
千
八
百
円

医
薬
品
で
あ
る
も
の

二
百
六
万
千
五
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

（５）

（３）

（５）

（３）

医
薬
品
で
な
い
も
の

千
三
百
六
十
二
万
三
千
七
百
円

医
薬
品
で
な
い
も
の

千
百
三
十
五
万
三
千
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

（６）

（３）

（６）

（３）

医
薬
品
で
あ
る
も
の

千
百
二
十
一
万
四
千
八
百
円

医
薬
品
で
あ
る
も
の

九
百
三
十
四
万
五
千
七
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

（７）

（４）

（７）

（４）

医
薬
品
で
な
い
も
の

百
四
十
万
九
千
百
円

医
薬
品
で
な
い
も
の

百
十
七
万
四
千
三
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用

（８）

（４）

（８）

（４）

医
薬
品
で
あ
る
も
の

百
二
十
万
四
千
九
百
円

医
薬
品
で
あ
る
も
の

百
万
四
千
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

六
十
四
万
九
千

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

六
十
一
万
八
千

（９）

（５）

（６）

（９）

（５）

（６）

百
円

二
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

百
三
十
五
万
六

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

百
二
十
九
万
千

（１０）

（７）

（８）

（１０）

（７）

（８）

千
百
円

六
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

十
一
万
五
千
八

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

十
一
万
三
百
円

（１１）

（９）

（１０）

（１１）

（９）

（１０）

百
円第

七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

五
百
二
十
三
万
七
千
二

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

四
百
九
十
八
万
七
千
九

（１２）

（１１）

（１２）

（１１）

百
円

百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

四
十
一
万
千
八
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

三
十
九
万
二
千
二
百
円

（１３）

（１２）

（１３）

（１２）

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

十
万
二
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

九
万
五
千
五
百
円

（１４）

（１３）

（１４）

（１３）
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ロ

医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

か
ら

ロ

医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

か
ら

（１）

（１）

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に

（６）

（１）

（６）

（６）

（１）

（６）

定
め
る
額

定
め
る
額

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

三
百
十
三
万
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

二
百
九
十
八
万
千

（１）

（１）

（１）

（１）

百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

二
十
五
万
八
千
九

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

二
十
四
万
六
千
六

（２）

（２）

（２）

（２）

百
円

百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

五
百
二
十
三
万
七

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

四
百
九
十
八
万
七

（３）

（３）

（３）

（３）

千
二
百
円

千
九
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

四
十
一
万
千
八
百

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

三
十
九
万
二
千
二

（４）

（４）

（４）

（４）

円

百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

十
万
二
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

九
万
五
千
五
百
円

（５）

（５）

（５）

（５）

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

六
万
六
千
六
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

六
万
三
千
五
百
円

（６）

（６）

（６）

（６）

ハ

化
粧
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

六
万
六
千
六

ハ

化
粧
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

六
万
三
千
五

百
円

百
円

ニ

既
に
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

ニ

既
に
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医

こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医

薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も

薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
化
粧
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る

の
を
除
く
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
化
粧
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
の
承
認

三
万
七
千
三
百
円

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
の
承
認

三
万
五
千
六
百
円

二

法
第
十
四
条
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

二

法
第
十
四
条
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に

含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
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イ

医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応

イ

医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応

（１）

（13）

（１）

（11）

じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

（１）

（13）

（１）

（11）

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

千
二
百
二
十
二

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

、

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

（１）

（１）

（７）

（１）

（１）

（７）

（13）

（17）

（20）

万
八
千
六
百
円

千
十
九
万
五
百
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

百
二
十
六
万
八

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

、

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

（２）

（２）

（８）

（２）

（２）

（８）

（１４）

（１８）

（２１）

千
八
百
円

百
五
万
七
千
四
百
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

二
十
四
万
六
千

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

二
十
万
五
千
百

（３）

（３）

（９）

（３）

（３）

（９）

百
円

円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

千
十
二
万
千
百

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

八
百
四
十
三
万

（４）

（４）

（１０）

（４）

（４）

（１０）

円

四
千
三
百
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

百
五
万
七
百
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

八
十
七
万
五
千

（５）

（５）

（１１）

（５）

（５）

（１１）

六
百
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

十
五
万
九
千
二

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

十
三
万
二
千
七

（６）

（６）

（１２）

（６）

（６）

（１２）

百
円

百
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

千
七
十
万

（
新
設
）

（７）

（13）

（17）

（20）

円
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

百
十
一
万

（
新
設
）

（８）

（14）

（18）

（21）

二
百
円
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第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

五
万
六
千
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

五
万
三
千
四
百
円

（９）

（15）

（７）

（15）

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

三
十
二
万
三
千
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

三
十
万
七
千
七
百
円

（10）

（16）

（８）

（16）

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

五
万
九
千
二
百

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

五
万
六
千
四
百

（11）

（19）

（23）

（９）

（19）

（23）

円

円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

三
万
七
千
三
百
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

三
万
五
千
六
百
円

（12）

（22）

（10）

（22）

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

五
万
八
百
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

四
万
八
千
四
百
円

（13）

（24）

（１１）

（24）

ロ

医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
承
認

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
の
区
分

ロ

医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
承
認

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
の
区
分

（１）

（２）

（１）

（２）

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（１）

（２）

（１）

（２）

第
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

三
万
七
千
三
百
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

三
万
五
千
六
百
円

（１）

（１）

（１）

（１）

第
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

五
万
八
百
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ

に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品

四
万
八
千
四
百
円

（２）

（２）

（２）

（２）

ハ

化
粧
品
に
つ
い
て
の
承
認

三
万
七
千
三
百
円

ハ

化
粧
品
に
つ
い
て
の
承
認

三
万
五
千
六
百
円

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お

２

２

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
第
五
項
（
同
条

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
第
五
項
（
同
条

第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法

第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査

の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規

の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

一

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
リ
ま
で
に

イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
リ
ま
で
に

定
め
る
額

定
め
る
額
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イ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

イ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

（１）

（１）

薬
品
で
な
い
も
の

八
百
九
万
六
千
四
百
円

薬
品
で
な
い
も
の

六
百
七
十
四
万
七
千
円

ロ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

ロ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

（１）

（１）

薬
品
で
あ
る
も
の

四
百
五
万
六
千
円

薬
品
で
あ
る
も
の

三
百
三
十
七
万
九
千
九
百
円

ハ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

ハ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

（２）

（２）

薬
品
で
な
い
も
の

二
百
二
万
三
千
九
百
円

薬
品
で
な
い
も
の

百
六
十
八
万
六
千
六
百
円

ニ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

ニ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

（２）

（２）

薬
品
で
あ
る
も
の

百
万
九
千
八
百
円

薬
品
で
あ
る
も
の

八
十
四
万
千
五
百
円

ホ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

ホ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

（３）

（３）

薬
品
で
な
い
も
の

三
百
四
万
三
百
円

薬
品
で
な
い
も
の

二
百
五
十
三
万
三
千
六
百
円

ヘ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

ヘ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病

（３）

薬
品
で
あ
る
も
の

百
五
十
二
万
千
二
百
円

用
医
薬
品
で
あ
る
も
の

百
二
十
六
万
七
千
七
百
円

ト

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

ト

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

（４）

（４）

薬
品
で
な
い
も
の

七
十
六
万
三
百
円

薬
品
で
な
い
も
の

六
十
三
万
三
千
六
百
円

チ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

チ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医

（４）

（４）

薬
品
で
あ
る
も
の

三
十
八
万
二
千
八
百
円

薬
品
で
あ
る
も
の

三
十
一
万
九
千
円

リ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品

三
十
四
万
六

リ

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品

三
十
三
万
二

（５）

（１０）

（５）

（１０）

千
七
百
円

百
円

二

法
第
十
四
条
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

二

法
第
十
四
条
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分

含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
リ
ま
で
に
定
め
る
額

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
額

イ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

三
百
四
万
三
百
円

イ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

二
百
五
十
三

（１）

（７）

（１）

（７）

（１３）

万
三
千
六
百
円

ロ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

七
十
六
万
三
百
円

ロ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

六
十
三
万
三

（２）

（８）

（２）

（８）

（１４）
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千
六
百
円

ハ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

十
四
万
九
千
円

ハ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

十
二
万
四
千
二
百

（３）

（９）

（３）

（９）

円

ニ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

百
五
十
二
万
千
二

ニ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

百
二
十
六
万
七
千

（４）

（１０）

（４）

（１０）

百
円

七
百
円

ホ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

三
十
八
万
二
千
八

ホ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

三
十
一
万
九
千
円

（５）

（１１）

（５）

（１１）

百
円

ヘ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

十
三
万
五
千
四
百

ヘ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

十
一
万
二
千
九
百

（６）

（１２）

（６）

（１２）

円

円

ト

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

二
百
六
十
六
万
二
百
円

（
新
設
）

（13）

チ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

六
十
六
万
五
千
二
百
円

（
新
設
）

（14）

リ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品

十
九
万
五
千

ト

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品

十
八
万
六
千

（１６）

（２３）

（１６）

（２３）

五
百
円

二
百
円

（
略
）

（
略
）

３

３

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お

４

４

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
第
五
項
（
同
条

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
第
五
項
（
同
条

第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法

第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査

の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査

よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ
又

一

医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ
又

は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
五
十
四
万

イ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
十
二
万
千



- 10 -

五
千
六
百
円

四
百
円

ロ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
八
十
一
万

ロ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
三
十
四
万

七
千
四
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

七
千
九
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

二

医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査

二

医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

イ

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
の
調
査

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

る
と
き
の
調
査

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

（１）

（６）

（１）

（６）

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

（１）

（６）

（１）

（６）

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査

（１）

（１）

（３）

（１）

（１）

（３）

（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
百
三

（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
百
八

十
六
万
千
二
百
円

十
万
千
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査

（２）

（１）

（３）

（２）

（１）

（３）

（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
百
七

（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
百
九

十
一
万
七
千
六
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

万
八
千
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査

（３）

（２）

（４）

（３）

（２）

（４）

（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

八
十
八

（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

七
十
四

万
九
千
六
百
円

万
千
四
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査

（４）

（２）

（４）

（４）

（２）

（４）

（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

九
十
二

（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

七
十
七

万
七
千
九
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

万
三
千
三
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の

（５）

（５）

（１０）

（５）

（５）

（１０）

調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

六

調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

六

十
九
万
六
千
七
百
円

十
六
万
三
千
六
百
円

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の

第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の

（６）

（５）

（１０）

（６）

（５）

（１０）

調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

百

調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

九
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二
万
六
千
二
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

十
七
万
七
千
四
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

ロ

法
第
十
四
条
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

ロ

法
第
十
四
条
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査

か
ら

ま
で
に
掲

を
含
む
。
）
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査

か
ら

ま
で
に
掲

（１）

（６）

（１）

（６）

げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

（１）

（６）

（１）

（６）

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い

（１）

（１）

（４）

（７）

（１０）

（１）

（１）

（４）

（７）

（１０）

て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
百
三
十
六
万
千
二
百
円

二
百
八
十
万
千
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い

（２）

（１）

（４）

（７）

（１０）

（２）

（１）

（４）

（７）

（１０）

て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
百
七
十
一
万
七
千
六
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

三
百
九
万
八
千
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い

（３）

（２）

（５）

（８）

（１１）

（３）

（２）

（５）

（８）

（１１）

て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

八
十
八
万
九
千
六
百
円

七
十
四
万
千
四
百
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い

（４）

（２）

（５）

（８）

（１１）

（４）

（２）

（５）

（８）

（１１）

て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

九
十
二
万
七
千
九
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

七
十
七
万
三
千
三
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

又
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

又
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品

（５）

（１３）

（１４）

（１７）

（２３）

（５）

（１３）

（１４）

（１７）

（２３）

に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限

に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限

る
。
）

六
十
九
万
六
千
七
百
円

る
。
）

六
十
六
万
三
千
六
百
円

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

又
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

又
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品

（６）

（１３）

（１４）

（１７）

（２３）

（６）

（１３）

（１４）

（１７）

（２３）

に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限

に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限

る
。
）

百
二
万
六
千
二
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

る
。
）

九
十
七
万
七
千
四
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
を
加
算
し
た
額

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お

５

５

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
第
六
項
（
条
第

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条

九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第

第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
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十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な

れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

一

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部

外
品
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

外
品
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

令
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号

イ
、
ロ
、
ニ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
医
薬
品

イ

令
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号

イ
、
ロ
、
ニ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
医
薬
品

（１）

（１）

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（２）

（１）

（２）

（２）

（１）

（２）

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

七
十
八
万
七
千
八
百
円

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

六
十
八
万
五
千
百
円

（１）

（１）

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

九
十
九
万
八
千
八
百
円

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

八
十
六
万
八
千
六
百
円

（２）

（２）

ロ

令
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号
ハ
に
掲
げ
る
医
薬
品

又
は

に
掲
げ
る
調

ロ

令
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号
ハ
に
掲
げ
る
医
薬
品

又
は

に
掲
げ
る
調

（１）

（２）

（１）

（２）

査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（１）

（２）

（１）

（２）

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

八
十
七
万
五
千
円

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

七
十
六
万
九
百
円

（１）

（１）

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

百
十
万
四
千
二
百
円

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

九
十
六
万
二
百
円

（２）

（２）

ハ

製
造
工
程
に
お
い
て
滅
菌
さ
れ
た
医
薬
品
（
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
を

ハ

製
造
工
程
に
お
い
て
滅
菌
さ
れ
た
医
薬
品
（
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
を

除
く
。
）
又
は
医
薬
部
外
品

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ

除
く
。
）
又
は
医
薬
部
外
品

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ

（１）

（２）

（１）

（２）

れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（１）

（２）

（１）

（２）

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

五
十
四
万
八
千
七
百
円

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

五
十
二
万
二
千
六
百
円

（１）

（１）

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

六
十
九
万
千
二
百
円

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

六
十
五
万
八
千
三
百
円

（２）

（２）

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
以
外
の
医
薬
品
又
は
医

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
以
外
の
医
薬
品
又
は
医

薬
部
外
品

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

薬
部
外
品

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

（１）

（２）

（１）

（２）

（１）

（２）

（１）

（２）

に
定
め
る
額

に
定
め
る
額
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国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
九
万
八
千
四
百
円

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
七
万
九
千
五
百
円

（１）

（１）

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

五
十
万
千
九
百
円

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

四
十
七
万
八
千
円

（２）

（２）

二

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

二

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部

外
品
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査
（
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製

外
品
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査
（
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製

造
工
程
の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
に
つ
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

造
工
程
の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
に
つ
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

七
万
五
千
四
百
円

イ

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

六
万
五
千
六
百
円

ロ

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

十
万
二
百
円

ロ

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

八
万
七
千
二
百
円

三

法
第
十
四
条
第
六
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

三

法
第
十
四
条
第
六
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品

含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品

に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
区
分

に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
薬
品

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、

イ

第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
薬
品

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、

（１）

（２）

（１）

（２）

そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（１）

（２）

（１）

（２）

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

七
十
八
万
七
千
八
百
円
に
、
三

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

四
十
四
万
八
千
五
百
円
に
、
三

（１）

（１）

万
六
千
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

万
千
四
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

九
十
九
万
八
千
八
百
円
に
、
三

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

五
十
七
万
百
円
に
、
三
万
千
四

（２）

（２）

万
六
千
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

ロ

第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品

又
は

に
掲
げ
る
調
査

ロ

第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品

又
は

に
掲
げ
る
調
査

（１）

（２）

（１）

（２）

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（１）

（２）

（１）

（２）

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

五
十
四
万
八
千
五
百
円
に
、
一

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
九
万
九
百
円
に
、
一
万
二

（１）

（１）

万
四
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

千
八
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

額
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

六
十
九
万
千
二
百
円
に
、
一
万

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

四
十
九
万
三
千
八
百
円
に
、
一

（２）

（２）
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四
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

万
二
千
八
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

額

ハ

第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品

又
は

に
掲
げ
る
調
査

ハ

第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品

又
は

に
掲
げ
る
調
査

（１）

（２）

（１）

（２）

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（１）

（２）

（１）

（２）

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
九
万
八
千
四
百
円
に
、
一

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
四
万
六
千
百
円
に
、
九
千

（１）

（１）

万
千
三
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

九
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

五
十
万
千
九
百
円
に
、
一
万
千

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

四
十
二
万
千
百
円
に
、
九
千
九

（２）

（２）

三
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

ニ

前
号
に
掲
げ
る
調
査
の
対
象
と
な
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品

又
は

ニ

前
号
に
掲
げ
る
調
査
の
対
象
と
な
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品

又
は

（１）

（２）

（１）

（２）

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は

に
定
め
る
額

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（２）

（１）

（２）

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
万
五
千
七
百
円
に
、
八
千

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

二
十
六
万
五
千
九
百
円
に
、
六

（１）

（１）

円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

千
九
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
九
万
九
千
九
百
円
に
、
八

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
四
万
七
千
八
百
円
に
、
六

（２）

（２）

千
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

千
九
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

前
項
に
規
定
す
る
者
が
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の

前
項
に
規
定
す
る
者
が
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の

６

６

施
設
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
っ
た

施
設
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
っ
た

場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に

場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に

係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か

係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当

か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

一

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部

外
品
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区

外
品
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

七
万
五
千
四
百
円

イ

国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

六
万
五
千
六
百
円
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ロ

外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

十
万
二
百
円

ロ

外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

八
万
七
千
二
百
円

二

法
第
十
四
条
第
六
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

二

法
第
十
四
条
第
六
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品

含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品

に
つ
い
て
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又

に
つ
い
て
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又

は
ロ
に
定
め
る
額

は
ロ
に
定
め
る
額

イ

国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
万
五
千
七
百
円
に
、
八
千
円
に

イ

国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

二
十
六
万
五
千
九
百
円
に
、
六
千
九

当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

ロ

外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
九
万
九
千
九
百
円
に
、
八
千
円

ロ

外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
四
万
七
千
八
百
円
に
、
六
千
九

に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

・
８

（
略
）

・
８

（
略
）

７

７

９

機
構
が
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

９

機
構
が
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法

第
十
四
条
の
四
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
十
四
条
の
四
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認

よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認

九
十
六
万
七
千

一

第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認

八
十
万
六
千
六

八
百
円

百
円

二

第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認

三
十
二
万
五
千

二

第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認

二
十
七
万
千
五

八
百
円

百
円

機
構
が
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

機
構
が
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

10

10

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法

第
十
四
条
の
四
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
十
四
条
の
四
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査

よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
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の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

書
面
に
よ
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

一

書
面
に
よ
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品

三
百
三
十
万
百
円

イ

第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品

二
百
七
十
五
万
百
円

ロ

第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品

百
十
万
千
百
円

ロ

第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品

九
十
一
万
七
千
六
百
円

二

実
地
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

二

実
地
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
額

ロ
に
定
め
る
額

イ

医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ

医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

（１）

（１）

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（２）

（１）

（２）

（２）

（１）

（２）

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
五
十
四

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
十
二
万

（１）

（１）

万
五
千
六
百
円

千
四
百
円

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
八
十
一

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
三
十
四

（２）

（２）

万
七
千
四
百
円

万
七
千
九
百
円

ロ

イ
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
調
査

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に

ロ

イ
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
調
査

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に

（１）

（４）

（１）

（４）

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

（１）

（４）

（１）

（４）

第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査

第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査

（１）

（１）

の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
百
七
十
万
七
千

の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
百
二
十
五
万
六

二
百
円

千
円

第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査

第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査

（２）

（２）

の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
百
九
十
七
万
四

の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
百
四
十
七
万
八

千
二
百
円

千
五
百
円

第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査

第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査

（３）

（３）

の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

九
十
二
万
八
千
九

の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

七
十
七
万
四
千
百

百
円

円

第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査

第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査

（４）

（４）
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の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

九
十
五
万
三
千
二

の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

七
十
九
万
四
千
四

百
円

百
円

（
略
）

（
略
）

11

11

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
三
条

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十

第
三
十
三
条

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十

七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う

七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承

認
に
つ
い
て
の
審
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

認
に
つ
い
て
の
審
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

医
療
機
器
に
つ
い
て
の
承
認
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

か
ら

イ

医
療
機
器
に
つ
い
て
の
承
認
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

か
ら

（１）

（９）

（１）

（９）

ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め

ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め

（１）

（９）

（１）

（９）

る
額

る
額

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

千
二
百
七
十
三
万

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

千
八
十
八
万
千
七

（１）

（１）

（１）

（１）

千
五
百
円

百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

七
百
二
十
六
万
九

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

六
百
二
十
一
万
三

（２）

（２）

（２）

（２）

千
二
百
円

千
円

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

九
百
八
万
六
千
四

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

七
百
七
十
六
万
六

（３）

（３）

（３）

（３）

百
円

千
二
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

四
百
三
十
五
万
三

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

三
百
七
十
二
万
千

（４）

（４）

（４）

（４）

千
八
百
円

二
百
円
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第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

四
十
六
万
七
千
八

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

四
十
二
万
九
千
二

（５）

（５）

（５）

（５）

百
円

百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

三
十
七
万
五
千
円

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

三
十
四
万
四
千
百

（６）

（６）

（６）

（６）

円

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

二
百
五
十
六
万
七

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

二
百
三
十
五
万
五

（７）

（７）

（７）

（７）

千
四
百
円

千
四
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

百
九
十
二
万
六
千

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

百
七
十
六
万
七
千

（８）

（８）

（８）

（８）

七
百
円

七
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

百
五
十
三
万
六
千

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

百
四
十
万
九
千
九

（９）

（９）

（９）

（９）

七
百
円

百
円

ロ

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

（１）

（６）

（１）

（１）

（４）

（１）

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

（６）

（４）

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

六
万
三

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

六
万
三

（１）

（１）

（１）

（１）

千
三
百
円

百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

又
は

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

、

又
は

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬

（２）

（２）

（５）

（２）

（２）

（３）

（５）

特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

品

二
百
十
四
万
七
千
五
百
円

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績

に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

二
百

五
十
三
万
四
千
円
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第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

又
は

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（

（
新
設
）

（３）

（２）

（５）

特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績

に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

四
百

二
十
九
万
五
千
円

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

二
百
三

（
新
設
）

（４）

（３）

十
六
万
二
千
二
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

三
十
八

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

三
十
六

（５）

（４）

（３）

（４）

万
百
円

万
二
千
円

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

百
九
万

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

九
十
九

（６）

（６）

（４）

（６）

六
千
五
百
円

万
六
千
九
百
円

ハ

既
に
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ

ハ

既
に
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ

る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
名
称
の
み
が
異
な
る

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
名
称
の
み
が
異
な
る

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

三
万
七
千
三
百
円

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

三
万
五
千
六
百
円

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

イ
又
は
ロ
に
掲

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

医
療
機
器
に
つ
い
て
の
承
認

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分

イ

医
療
機
器
に
つ
い
て
の
承
認

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分

（１）

（１０）

（１）

（１０）

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

（１）

（１０）

（１）

（１０）

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

六
百
三
十
七
万
二

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

五
百
四
十
四
万
六

（１）

（１）

（１）

（１）
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千
五
百
円

千
六
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

三
百
六
十
三
万
八

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

三
百
十
万
九
千
九

（２）

（２）

（２）

（２）

千
五
百
円

百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

四
百
五
十
四
万
八

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

三
百
八
十
八
万
七

（３）

（３）

（３）

（３）

千
百
円

千
三
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

二
百
十
九
万
七
百

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

百
八
十
七
万
二
千

（４）

（４）

（４）

（４）

円

四
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

二
十
三
万
六
千
九

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

二
十
一
万
七
千
六

（５）

（５）

（５）

（５）

百
円

百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

十
八
万
九
千
二
百

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

十
七
万
三
千
六
百

（６）

（６）

（６）

（６）

円

円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

百
二
十
八
万
七
千

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

百
十
八
万
千
二
百

（７）

（７）

（７）

（７）

五
百
円

円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

九
十
六
万
三
千
七

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

八
十
八
万
四
千
二

（８）

（８）

（８）

（８）

百
円

百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

七
十
七
万
三
千
三

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

七
十
万
九
千
五
百

（９）

（９）

（９）

（９）

百
円

円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器

十
五
万
六
千
四
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器

十
四
万
三
千
五
百
円

（10）

（10）

ロ

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診

ロ

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診

（１）

（７）

（１）

（５）

断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額

（１）

（７）

（１）

（５）

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

三
万
三

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

三
万
千

（１）

（１）

（１）

（１）

千
四
百
円

九
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

又
は

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

又
は

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

（２）

（２）

（５）

（２）

（２）

（５）
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特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

九
十
九
万
八
千
三
百
円

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績

に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

百
四

万
八
千
二
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

又
は

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（

（
新
設
）

（３）

（２）

（５）

特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績

に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

百
九

十
九
万
六
千
六
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

又
は

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

又
は

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

（４）

（３）

（６）

（３）

（３）

（６）

特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

五
十
万
三
千
六
百
円

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績

に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

五
十

二
万
八
千
七
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

又
は

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（

（
新
設
）

（５）

（３）

（６）

特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
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の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績

に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

百
万

七
千
二
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

二
十
一

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

二
十
万

（６）

（４）

（４）

（４）

万
六
千
五
百
円

六
千
二
百
円

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

十
五
万
六

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

十
四
万
三

（７）

（５）

百
円

千
五
百
円

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

２

２

及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十

及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十

三
条
の
二
の
五
第
五
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

三
条
の
二
の
五
第
五
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承

認
に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ

認
に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
療
機
器

九
十
九
万
九

イ

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
療
機
器

八
十
五
万
四

（１）

（３）

（１）

（３）

千
五
百
円

千
三
百
円

ロ

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
療
機
器

七
十
九
万
九

ロ

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
療
機
器

六
十
八
万
三

（２）

（４）

（２）

（４）

千
六
百
円

千
五
百
円

ハ

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器

七
万
六

ハ

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器

七
万
五

（５）

（９）

（５）

（９）
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千
八
百
円

百
円

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
ハ
ま
で

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
療
機
器

九
十
九
万
九

イ

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
療
機
器

八
十
五
万
四

（１）

（３）

（１）

（３）

千
五
百
円

千
三
百
円

ロ

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
療
機
器

七
十
九
万
九

ロ

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

又
は

に
掲
げ
る
医
療
機
器

六
十
八
万
三

（２）

（４）

（２）

（４）

千
六
百
円

千
五
百
円

ハ

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

か
ら

ま
で
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器

ハ

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ

か
ら

ま
で
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器

（５）

（９）

（５）

（９）

四
万
千
六
百
円

三
万
八
千
二
百
円

（
略
）

（
略
）

３

３

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

４

４

及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十

及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十

三
条
の
二
の
五
第
五
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

三
条
の
二
の
五
第
五
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば

よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ

一

医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
四
十
八
万

イ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
十
二
万
千

二
千
円

四
百
円

ロ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
七
十
四
万

ロ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
三
十
四
万

七
千
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

七
千
九
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額
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二

医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調

二

医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調

査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

七
十
六
万
四
千

イ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

六
十
五
万
三
千

四
百
円

四
百
円

ロ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

百
十
万
五
千
二

ロ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

九
十
四
万
四
千

百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

七
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

５

５

及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十

及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十

三
条
の
二
の
五
第
六
項
又
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二

三
条
の
二
の
五
第
六
項
又
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二

十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十

十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
許
可
を
受
け
た
者
（
次

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め

項
に
お
い
て
「
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
が
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、

法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る

。一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

６

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

（
新
設
）

及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十

三
条
の
二
の
五
第
六
項
又
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二

十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
に
限
る
。
）
が
、
法

第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
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一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ

っ
て
は
、
零
円
）
に
、

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、

（１）

（３）

そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

（１）

（３）

生
物
由
来
製
品

三
十
九
万
八
千
五
百
円

（１）

既
承
認
医
療
機
器
と
構
造
、
使
用
方
法
、
効
果
又
は
性
能
が
明
ら
か
に
異

（２）
な
る
医
療
機
器
（

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三
十
八
万
六
千
六
百
円

（１）

医
療
機
器
（

及
び

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
六
万
二
千
百

（３）

（１）

（２）

円

ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ

（１）

（５）

、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額
に
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は

（１）

（５）

製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

当
該
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製

（１）
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

六
万
二
百
円

当
該
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
組
立
て
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で

（２）
定
め
る
も
の
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
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。
）

七
万
二
千
八
百
円

当
該
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
滅
菌
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製

（３）
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

六
万
三
千
八
百
円

登
録
対
象
製
造
所
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

六
万

（４）

（１）

（３）

三
千
二
百
円

製
造
所
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
医
療
機
器
の

（５）

（１）

（４）

試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の
施
設
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て

行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
当
該
施
設

六
万
千
二
百
円

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、

又
は

に
掲
げ

（１）

（２）

る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額
を
加
算
し
た

（１）

（２）

額

前
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

十
四
万
五
千
六
百
円

（１）

（１）

前
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

八
万
九
千
四
百
円

（２）

（３）
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ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ

（１）

（４）

、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額
に
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は

（１）

（４）

製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

前
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

四
万
五
千
円

（１）

（１）

前
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

六
万
千
三
百
円

（２）

（２）

前
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
同
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所
若
し
く
は

（３）

（３）

（５）

製
造
所
以
外
の
施
設

五
万
三
千
百
円

前
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

五
万
三
千
円

（４）

（４）

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
調

査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ

っ
て
は
、
零
円
）
に
、

又
は

に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

（１）

（２）

ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

（１）

（２）

第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

十
七
万
六
千
九
百
円

（１）

（１）

第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

十
万
四
千
四
百
円

（２）

（３）

ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ

（１）

（５）



- 28 -

、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額
に
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は

（１）

（５）

製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

四
万
八
千
百
円

（１）

（１）

第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

六
万
八
千
百
円

（２）

（２）

第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

五
万
六
千
円

（３）

（３）

第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

五
万
五
千
七
百
円

（４）

（４）

第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設

五
万
三
千
二

（５）

（５）

百
円

７

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

６

及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十

及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十

三
条
の
二
の
五
第
六
項
又
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二

三
条
の
二
の
五
第
六
項
又
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二

十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十

十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調

査
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず

査
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二

二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に

項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め

定
め
る
額
に
、
四
万
七
千
五
百
円
に
そ
の
該
当
す
る
条
件
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を

る
額
に
、
四
万
七
千
五
百
円
に
そ
の
該
当
す
る
条
件
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算

加
算
し
た
額
と
す
る
。

し
た
額
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一

当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
電
気
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利

用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
径
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
部
品
の
直
径
が
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
。
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二

当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
ナ
ノ
材
料
（

縦
若
し
く
は
横
の
長
さ
又
は
高
さ
が
一
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
上
百
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以

下
の
物
質
か
ら
成
る
材
料
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る

と
き
。

８

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

（
新
設
）

及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十

三
条
の
二
の
五
第
六
項
又
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二

十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調

査
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
六
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第

二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に

定
め
る
額
に
、
三
万
三
千
二
百
円
に
そ
の
該
当
す
る
条
件
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
算
し
た
額
と
す
る
。

９

第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
に
係
る
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す

前
二
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
前
二
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当

７

る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
製
造
所
又
は

該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
所
在
地

製
造
所
以
外
の
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け

に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
二
項
に
規
定
す
る
者
に
係

る
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で

る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か

定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
項

か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、

か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一

国
内
に
あ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

二
十
一
万

二
千
四
百
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を

乗
じ
て
得
た
額



- 30 -

二

外
国
に
あ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

次
に
掲
げ

る
額
の
合
計
額

イ

機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額

ロ

十
七
万
九
千
五
百
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る

旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第

前
三
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二

10

８

二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
又
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
（
法

の
五
第
六
項
又
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第

二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請

る
調
査
を
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
に
係
る

す
る
場
合
に
お
け
る
前
三
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令

法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で

で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
三
項
に
定
め
る
額

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
額
か
ら
、
こ
れ
ら
の
品

か
ら
、
こ
れ
ら
の
品
目
に
つ
い
て
の
第
五
項
第
一
号
イ
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に

目
に
つ
い
て
の
第
五
項
第
一
号
イ
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又

掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
及
び
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
及
び
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の

又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
重
複
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

施
設
の
重
複
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

11

13

９

11

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い

14

12

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の

項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の

十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す

十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

一

医
療
機
器
に
つ
い
て
の
確
認

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ

一

医
療
機
器
に
つ
い
て
の
確
認

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
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、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
機
器

五
十
八
万
八
千
円

イ

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
機
器

五
十
万
二
千
六
百
円

ロ

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器

四
万
千
七
百
円

ロ

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器

三
万
五
千
六
百
円

二

第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認

二

第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認

五
十
八
万
八
千
円

五
十
万
二
千
六
百
円

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い

15

13

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の

項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の

十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す

十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

一

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ

一

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ

る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査

七
十
五
万
千
六
百
円

る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査

六
十
四
万
二
千
四
百
円

二

実
地
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

二

実
地
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
額

ロ
に
定
め
る
額

イ

医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ

医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（１）

（２）

（１）

（２）

（１）

（２）

（１）

（２）

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
四
十
八

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
十
二
万

（１）

（１）

万
二
千
円

千
四
百
円

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
七
十
四

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
三
十
四

（２）

（２）

万
七
千
円

万
七
千
九
百
円

ロ

イ
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
調
査

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ

ロ

イ
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
調
査

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ

（１）

（２）

（１）

（２）

、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（１）

（２）

（１）

（２）

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
同
項
第
二
号
イ
に

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
同
項
第
二
号
イ
に

（１）

（１）
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掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る

掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る

施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

七
十
三
万
四
千
九
百
円

施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

六
十
二
万
八
千
二
百
円

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
同
項
第
二
号
イ
に

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
同
項
第
二
号
イ
に

（２）

（２）

掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る

掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る

施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

百
十
四
万
二
千
円

施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

九
十
七
万
六
千
百
円

・

（
略
）

・

（
略
）

16

17

14

15

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
四
条

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二

第
三
十
四
条

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二

十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定
す
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

規
定
す
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区

機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
の
同
条
第
五
項
に
規
定
す

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
の
同
条
第
五
項
に
規
定
す

る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定

る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
額

め
る
額

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可

十
五
万
九
千
九
百
円

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可

十
五
万
二
千
三
百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可

十
二
万
四
百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可

十
一
万
四
千
七
百
円

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
三
項
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の
同
条
第
五
項
に

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
三
項
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の
同
条
第
五
項
に

規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
の
更
新

十
万
五
千
二
百
円

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
の
更
新

十
万
二
百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
の
更
新

五
万
九
千
七
百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
の
更
新

五
万
六
千
九
百
円

三

法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
六
項
の
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
に

三

法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
六
項
の
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
に

つ
い
て
の
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ

つ
い
て
の
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ
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又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可

十
万
五
千
二

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可

十
万
二
百
円

百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可

五
万
九

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可

五
万
六

千
七
百
円

千
九
百
円

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の

２

２

二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準

二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お

用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
規
定
す
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定

。
）
に
規
定
す
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調

に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調

査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
の
同
条
第
三
項
に
お
い
て

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
の
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲

準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

げ
る
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定

十
四
万
三
千
九
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定

十
三
万
七
千
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額

額
を
加
算
し
た
額

を
加
算
し
た
額

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定

六
万
二
千
六
百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定

五
万
九
千
七
百
円

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十

二
第
三
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い

二
第
三
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に

て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
認
定
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

掲
げ
る
認
定
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
の
更
新

六
万
九
千
七
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
の
更
新

六
万
六
千
四
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費

相
当
額
を
加
算
し
た
額

相
当
額
を
加
算
し
た
額
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ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
の
更
新

四
万
二
千
九
百
円

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
の
更
新

四
万
九
百
円

三

法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十

三

法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十

二
第
六
項
の
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
三
条

二
第
六
項
の
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
三
条

の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
七
項
に
お
い

の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
の
区
分

て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
の
区
分

の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定

六
万
九
千
七

イ

実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定

六
万
六
千
四

百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定

四
万
二

ロ

実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定

四
万
九

千
九
百
円

百
円

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
五
条

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七

第
三
十
五
条

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法

第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
受
け

第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば

よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認

に
つ
い
て
の
審
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に
応
じ

に
つ
い
て
の
審
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品

千
二
百
七
十

イ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品

千
八
十
八
万

八
万
六
千
円

千
七
百
円

ロ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品

六
百
三
十
九

ロ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品

五
百
四
十
四

万
九
千
七
百
円

万
六
千
六
百
円
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ハ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品

三
万
七
千
三

ハ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品

三
万
五
千
六

百
円

百
円

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
承

イ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
承

認

六
百
三
十
九
万
九
千
七
百
円

認

五
百
四
十
四
万
六
千
六
百
円

ロ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
承

ロ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
承

認

百
三
十
八
万
八
千
円

認

百
十
八
万
千
三
百
円

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及

２

２

び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三

び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三

条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て

条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。

め
る
額
と
す
る
。

一

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
法
第
二

一

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
法
第
二

十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て

十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て

の
調
査

百
万
三
千
八
百
円

の
調
査

八
十
五
万
四
千
三
百
円

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品

百
万
三
千
八

イ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品

八
十
五
万
四

百
円

千
三
百
円



- 36 -

ロ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品

四
万
四
千
八

ロ

第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品

三
万
八
千
二

百
円

百
円

（
略
）

３

（
略
）

３４

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及

４

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及

び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三

び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三

条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て

条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

一

再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調

一

再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調

査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

額

額

イ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
四
十
九
万

イ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
十
二
万
千

二
千
六
百
円

四
百
円

ロ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
七
十
五
万

ロ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
三
十
四
万

八
千
七
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

七
千
九
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

二

再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲

二

再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

七
十
六
万
七
千

イ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

六
十
五
万
三
千

七
百
円

四
百
円

ロ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

百
十
一
万
百
円

ロ

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

九
十
四
万
四
千

に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

七
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

三

前
二
号
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応

三

前
二
号
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
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じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

七
十
三
万
八

イ

当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

六
十
二
万
八

千
四
百
円

千
五
百
円

ロ

当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

百
十
四
万
六

ロ

当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

九
十
七
万
六

千
九
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

千
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及

５

５

び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三

び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三

条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て

条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

）

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

額

額

イ

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

八
十
七
万
五
千
円

イ

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

七
十
六
万
九
百
円

ロ

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

百
十
万
四
千
二
百
円

ロ

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

九
十
六
万
二
百
円

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
工
程

一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
工
程

の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
に
つ
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

イ
又
は

の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
に
つ
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

七
万
五
千
四
百
円

イ

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

六
万
五
千
六
百
円
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ロ

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

十
万
二
百
円

ロ

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

八
万
七
千
二
百
円

三

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

三

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
調
査

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ

に
定
め
る
額

に
定
め
る
額

イ

第
一
号
に
掲
げ
る
調
査
の
対
象
と
な
る
再
生
医
療
等
製
品

又
は

に
掲

イ

第
一
号
に
掲
げ
る
調
査
の
対
象
と
な
る
再
生
医
療
等
製
品

又
は

に
掲

（１）

（２）

（１）

（２）

げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（１）

（２）

（１）

（２）

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

八
十
七
万
五
千
円
に
、
三
万
六

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

四
十
四
万
八
千
五
百
円
に
、
三

（１）

（１）

千
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

万
千
四
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

百
十
万
四
千
二
百
円
に
、
三
万

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

五
十
七
万
百
円
に
、
三
万
千
四

（２）

（２）

六
千
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

ロ

前
号
に
掲
げ
る
調
査
の
対
象
と
な
る
再
生
医
療
等
製
品

又
は

に
掲
げ

ロ

前
号
に
掲
げ
る
調
査
の
対
象
と
な
る
再
生
医
療
等
製
品

又
は

に
掲
げ

（１）

（２）

（１）

（２）

る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（１）

（２）

（１）

（２）

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
万
五
千
七
百
円
に
、
七
千

国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

二
十
六
万
五
千
九
百
円
に
、
六

（１）

（１）

九
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

千
九
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
九
万
九
千
九
百
円
に
、
七

外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
四
万
七
千
八
百
円
に
、
六

（２）

（２）

千
九
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

千
九
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

前
項
に
規
定
す
る
者
が
再
生
医
療
等
製
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の
施
設
（

前
項
に
規
定
す
る
者
が
再
生
医
療
等
製
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の
施
設
（

６

６

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（

他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法

他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法

第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
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一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区

一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

七
万
五
千
四
百
円

イ

国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

六
万
五
千
六
百
円

ロ

外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

十
万
二
百
円

ロ

外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

八
万
七
千
二
百
円

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
調
査

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
万
五
千
七
百
円
に
、
七
千
九
百

イ

国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

二
十
六
万
五
千
九
百
円
に
、
六
千
九

円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

ロ

外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
九
万
九
千
九
百
円
に
、
七
千
九

ロ

外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査

三
十
四
万
七
千
八
百
円
に
、
六
千
九

百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

・
８

（
略
）

・
８

（
略
）

７

７

９

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準

９

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に

規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料

、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料

の
額
は
、
五
十
九
万
二
千
六
百
円
と
す
る
。

の
額
は
、
五
十
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準

10

10

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に

規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料

、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料

の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。

る
。
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一

書
面
に
よ
る
調
査

七
十
五
万
四
千
八
百
円

一

書
面
に
よ
る
調
査

六
十
四
万
二
千
四
百
円

二

実
地
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

二

実
地
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
額

ロ
に
定
め
る
額

イ

再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る

イ

再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る

調
査

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定

調
査

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定

（１）

（２）

（１）

（２）

（１）

（２）

（１）

（２）

め
る
額

め
る
額

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
四
十

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
十
二
万

（１）

（１）

九
万
二
千
六
百
円

千
四
百
円

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
七
十

当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

二
百
三
十
四

（２）

（２）

五
万
八
千
七
百
円

万
七
千
九
百
円

ロ

イ
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
調
査

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ

ロ

イ
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
調
査

又
は

に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ

（１）

（２）

（１）

（２）

、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額

（１）

（２）

（１）

（２）

当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

七
十
三
万

当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査

六
十
二
万

（１）

（１）

八
千
四
百
円

八
千
五
百
円

当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

百
十
四
万

当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査

九
十
七
万

（２）

（２）

六
千
九
百
円

六
千
百
円

（
略
）

（
略
）

11

11


